
松江市伝統的建造物群保存地区保存審議会 名簿 

任期：令和７年１月１日～令和８年 12月 31日 

 

 

 役 職 分 野 氏 名 所 属 

１ 委 員 建造物 足立 正智 
一般社団法人島根県建築士会 相談役 

建築設計事務所 飴屋工房 

２ 委 員 建造物 島田 敏男 
独立行政法人国立文化財機構  

奈良文化財研究所 特任研究員 

３ 委 員 建造物 坪倉 菜水 
一般社団法人島根県建築士会 会長 

コクーン設計舎 代表 

４ 委 員 都市・建築 細田 智久 島根大学総合理工学部 建築デザイン学科 教授 

５ 委 員 建造物 和田 嘉宥 米子工業高等専門学校 名誉教授 

６ 委 員 住 民 戎谷 省吾 美保関町自治会代表 

７ 委 員 住 民 大皷 裕次 
松江観光協会美保関町支部 副支部長 

太皷醤油店 

８ 委 員 住 民 波多野真代 
美保関まちなみ研究会  

松江市地域おこし協力隊 

９ 委 員 住 民 北國 里美 
美保関まちなみ研究会  

株式会社 北國 

10 委 員 住 民 三角 邦男 
松江観光協会美保関町支部 理事 

美保関観光㈱代表取締役 

11 アドバイザー  増田  浩太 島根県教育庁文化財課文化財係 主幹 

12 事務局 ― 桑原 賢司 松江市文化スポーツ部長 

13 事務局 ― 尾添 和人 松江市文化スポーツ部 文化財課長 

14 事務局 ― 山崎 美沙 
松江市文化スポーツ部 文化財課 

歴史まちづくり係長 

15 事務局 ― 作野 達彦 
松江市文化スポーツ部 文化財課 

歴史まちづくり係 

16 事務局 ― 不動寺海斗 
松江市文化スポーツ部 文化財課 

歴史まちづくり係 

資料１ 



松江市伝統的建造物群保存地区保存条例－抜粋－ 

 

（松江市伝統的建造物群保存地区保存審議会） 

第 12条 市長の附属機関として、松江市伝統的建造物群保存地区保存審議会（以下「審議

会」という。）を置く。 

2  審議会は、市長の諮問に応じて、保存地区の決定、保存活用計画の策定等、保存地区の

保存に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について市長に建議する。 

（審議会の組織） 

第 13条 審議会は、委員 15人以内で組織する。 

2  特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことがで

きる。 

（委員の委嘱） 

第 14条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は関係地域を代

表する者等のうちから市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第 15 条 委員の任期は、2 年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

2  委員は、再任されることができる。 

3  臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。 

 （会長及び副会長） 

第 16条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2  会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （審議会の会議） 

第 17条 審議会の会議は、会長が招集する。 

2  会長は、審議会の会議の議長となる。 

3  審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の 2 分の 1 以上が出席しなけれ

ば開くことができない。 

4  審議会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （審議会の庶務） 

第 18条 審議会の庶務は、文化スポーツ部において処理する。 

 


